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後 援

「県民のつどい」「県民のつどい」プログラムプログラム

令和４年度 犯罪被害者週間

　あなたやあなたの大切な人を含め、誰もがある日突然被害に遭い、
犯罪被害者となる可能性があります。 

身近に犯罪の被害に遭われた方がいたら、 まずは自分から勇気を出して寄り添い、
皆で支え合える社会を作っていきましょう。

日時

場所

令和4年 13：30～16：0011月26日（土）
秋田拠点センターアルヴェ　多目的ホール・きらめき広場　　

２階　多目的ホール

● あいさつ    …………………………………………… 13：30～ 13：45

1階　きらめき広場

● 秋田県警察音楽隊によるミニコンサート    ……… 15：40～ 16：00

● 生命のメッセージ展等のパネル展示　　    
いのち　　    

…………… 11：00～ 16：00

● 来賓紹介　   …………………………………………… 13：45～ 13：50

● 犯罪の被害を受けた方々への子ども達の思い
　 「命の大切さ学習教室」に参加した児童・生徒による手紙の朗読　    

… 13：50～ 14：20

● 講　　演　    
「被害者への支援と被害の回復に向けて」　

…………………………………………… 14：30～ 15：30

● 秋田被害者支援センター理事長あいさつ　　　    ……… 15：30～ 15：35

假  谷  　実 氏　
オウム真理教関連事件被害者遺族
全国犯罪被害者の会「新あすの会」副代表幹事

かりや みのる

〈プロフィール〉　

　1995年2月、目黒公証役場事務長であった父假谷清志氏が、オウム真理教の信者
により拉致・監禁および多量の麻酔薬の投与により殺害されました。
　2000年1月に設立された当初から「あすの会」の役員として、被害者の権利の確
立、被害の回復、凶悪犯罪に対する公訴時効の廃止などを求めて活動してきました。
　2022年3月に再結成された全国犯罪被害者の会「新あすの会」の副代表幹事とし
て現在に至ります。



犯罪被害を受けた方々への子ども達の思い

展示ブース

「命の大切さ学習教室」について
　「命の大切さ学習教室」は、犯罪被害によって子どもを亡くされた御遺族から、御自身の被害体験を児童・生
徒に向けて語っていただく講演会形式の教室です。
　将来を担う子ども達に、被害者等が受けた様々な痛みや大切な家族を亡くした悲しみ、命の大切さ、犯罪の起
きにくい社会を求める犯罪被害者等の思いなどを理解してもらうとともに、罪を犯してはならないという規範意
識の向上を図ることにより、犯罪被害のない安全で安心な地域社会の形成を目指しています。
　学校や家庭から地域社会全体へと犯罪被害者等を支える気運の醸成のため、命の大切さ学習教室に参加した児
童・生徒に被害者等の生の声を聴いて感じたことを手紙に綴ってもらっています。

●手紙を朗読する児童・生徒さん　　　　　　　　
北秋田市立鷹巣小学校

能代市立向能代小学校

鹿角市立尾去沢中学校

秋田市立山王中学校

県立聴覚支援学校高等部専攻科

県立ゆり支援学校高等部　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　
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中　嶋　奈々美
小　玉　悠　真
山　口　優　陽
赤　川　祐　基
松　本　拓　己
齋　藤　大　地

（なかじま　ななみ）
（こだま　ゆうま）
（やまぐち　ゆうひ）
（あかがわ　ゆうき）
（まつもと　たくみ）
（さいとう　だいち）
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1階　きらめき広場

　展示ブースを設けて、犯罪被害者支援に
係わる展示を行っています。

○生命のメッセージ展
い　の　ち

　犯罪・事故・医療過誤・一気飲ませなどによって、
理不尽に生命をうばわれた犠牲者が主役のアート展
です。
　犠牲者ひとりひとりの等身大の人型パネルはメッ
センジャーと呼ばれ、その胸元には本人の写真や家
族の言葉を貼り、足元には「生きた証」である靴
を置いて、命の大切さを訴えています。

※犯罪被害者いのちのパネル展、被害者団体・自助グループ等
の取組を紹介するパネル展のほか、「犯罪被害者等の手記」
や独立行政法人自動車事
故対策機構による交通事
故被害者援護制度に関す
るパンフレットなどの配
布も行っています。

犯罪被害者週間とは…
　平成16年12月、「犯罪被害者等基本法」
が成立しました。
　「犯罪被害者週間」は、この法律の成立
日を含めた１週間（毎年11月25日から12
月１日）に集中的に啓発事業を実施するこ
とにより、犯罪被害者等が置かれている状
況や犯罪被害者等が平穏に暮らせるよう配
慮することの重要性について、全ての人々
に理解を深めてもらうことを目的として定
められました。
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犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

♪令和４年度犯罪被害者等に関する標語♪　　　　　　　　　　　　　

金魚のお守り  ～交通事故のない秋田を願って～
　金魚のお守りは、交通事故で亡くなった五城目町の石井素（もと）さんのお母さんが、
「交通事故のない・命を大切にする社会」を願って手作りしているものです。会場では、
県内の犯罪被害者の御遺族や犯罪被害者支援大学生ボランティア等とともに作成したお守
りを配布しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


